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告 示

北海道告示第438号
　次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
　なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第372号）の適用を受ける。
　　令和元年６月21日

北海道知事　鈴　木　直　道
１　入札に付する事項
　⑴　調達をする物品等の名称及び数量
　　ア　名 称　 　カラー複写機等の賃貸借（点検、調整及び消耗品（ステープ

ル及び用紙を除く。）の供給を含む。）　一式（１月当たりの
単価及び１枚当たりの単価）

　　イ　数 量　　２台及びカラーコピー101,000枚、モノクロコピー33,400枚
　⑵　調達をする物品等の仕様等　　入札説明書及び要求仕様書による。
　⑶　契 約 期 間　　令和元年９月１日から令和６年８月31日まで
　　　　　　　　　　　　　 　なお、この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

234条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要
する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、こ

の契約を解除することができる旨の特約を付している。
　⑷　納 入 場 所　　入札説明書による。
２　入札に参加する者に必要な資格
　　次のいずれにも該当すること。
　⑴　平成30年北海道告示第721号に規定する物品の賃貸借の資格を有すること。
　⑵　道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
　⑶ 　暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな

いこと。
　⑷ 　当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい

ることを証明した者であること。
　⑸ 　当該調達物品に関し、要求仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明した者で

あること。
３　条件付一般競争入札参加資格の審査
　⑴ 　この入札は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の⑷及び⑸に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。

　　ア　申 請 の 時 期　 　令和元年６月21日（金）から同年７月30日（火）まで（日曜
日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178
号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時ま
で

　　イ　申 請 の 方 法　 　申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

　　ウ　申請書類の提出先　　郵便番号 060－8588　札幌市中央区北３条西６丁目
　　　　　　　　　　　　　　北海道総務部人事局職員事務課
　⑵　審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４　契約条項を示す場所
　　北海道総務部人事局職員事務課
５　入札執行の場所及び日時
　⑴　入 札 場 所　 　札幌市中央区北３条西６丁目　北海道庁本庁舎地下１階職員

事務課打合室（送付による場合は、郵便番号 060－8588　札幌
市中央区北３条西６丁目　北海道総務部人事局職員事務課）

　⑵　入 札 日 時　 　令和元年８月９日（金）午前10時（送付による場合は、同月
８日（木）までに必着）

　⑶　開 札 場 所　　⑴に同じ。
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　⑷　開 札 日 時　　⑵に同じ。
６　入 札 保 証 金
　　平成16年北海道告示第448号の１の⑴による。
７　入札説明書の交付に関する事項
　⑴　交 付 場 所　　４に同じ。
　⑵　交 付 方 法　　⑴の場所で交付する。
　　　　　　　　　　　　　 　なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る

返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量100グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

　　　　　　　　　　　　　 　また、北海道総務部人事局職員事務課のホームページ
（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/skj/index.htm）におい
てダウンロードすることができる。

８　落札者の決定方法及び契約書作成の要否
　　落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
　 　有効な入札をした者のうち、全ての入札金額（単価）が北海道財務規則（昭和45年北海
道規則第30号）第151条第１項の規定により定めた予定価格（単価）の制限の範囲内であ
って、かつ、調達台数に係る１月当たりの入札金額（単価）に、１枚当たりの入札金額
（単価）に調達予定枚数を乗じて得た金額を加えた合計金額が最低であるものを落札者と
する。

９　落札者と契約の締結を行わない場合
　 　落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
10　そ の 他
　 　平成16年北海道告示第448号の４の⑵、⑶、⑹、⑻、⑾及び⒁から⒃までによるほか、
次による。
　　契約に関する事務を担当する組織
　⑴　名 称　　北海道総務部人事局職員事務課
　⑵　所 在 地　　郵便番号 060－8588　札幌市中央区北３条西６丁目
　⑶　電 話 番 号　　011－204－5570
11　Summary
　Ａ　Nature and quantity of the products to be procured :
　　ａ　 Lease of color copying machine (Maintenance services and consumable supply 

included, except staple and paper)
　　ｂ　Lease of 2 color copying machine up to 134,400 copies a month

　Ｂ　Bid tendering date and time : 10 : 00 A.M., August 9, 2019
　　　(If mailed, bids must arrive no later than August 8, 2019)
　Ｃ　 Contact : Officials Administration Division, Bureau of Personnel, Department of 

General Affairs, Hokkaido Government, Kita 3-jo Nishi 6-chome, Chuo-ku, Sapporo 
060-8588 Japan

　　　Phone : 011-204-5570

北海道告示第439号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、令和元年６月12日、雨
竜土地改良区の定款の変更を認可した。
　　令和元年６月21日

北海道知事　鈴　木　直　道

北海道告示第440号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第57条の２第３項の規定により、次の土地改良施設
に係る管理規程の変更を認可した。
　　令和元年６月21日

北海道知事　鈴　木　直　道
土地改良区名 土 地 改 良 施 設 名 管 理 規 程 の 概 要
東和土地改良区 倉 沼 川 第 １ 頭 首 工 維持、操作その他管理について必要な事項を定めている。
同 倉 沼 川 第 ２ 頭 首 工 同
同 倉 沼 川 第 ３ 頭 首 工 同
同 ペ ー パ ン 頭 首 工 同
同 北 第 ７ 支 線 頭 首 工 同
同 ポンウシベツ川第１取水工 同
同 ポンウシベツ川第２取水工 同
同 南 第 ６ 支 線 頭 首 工 同

北海道告示第441号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第88条第１項の規定により、道営土地改良（中小屋
地区（農業用用排水施設、区画整理、客土、暗渠

きよ

排水））事業の土地改良事業変更計画を定
めた。
　その関係書類は、北海道石狩振興局に備え置いて、令和元年６月24日から20日間、一般の
縦覧に供する。
　　令和元年６月21日
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北海道知事　鈴　木　直　道

北海道告示第442号
　農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和26年法律第
249号）第29条の規定による通知があった。
　　令和元年６月21日

北海道知事　鈴　木　直　道
１　保安林予定森林の所在場所　　函館市双見町171の１（国有林）
２　指 定 の 目 的　　土砂の崩壊の防備
３　指 定 施 業 要 件
　⑴　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　ア　主伐は、択伐による。
　　イ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町

村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立 木 の 伐 採 の 限 度　　次のとおりとする。
　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を北海道水産林務部林務局治山課及び函館市
役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第443号
　農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第29条の規定による通知があっ
た。
　　令和元年６月21日

北海道知事　鈴　木　直　道
１　指定施業要件変更予定保安林　　河東郡上士幌町（次の図に示す部分に限る。）
　　の所在場所
２　保安林として指定された目的　　土砂の流出の防備
３　変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
　⑴　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　ア　主伐は、択伐による。
　　イ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町

村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立 木 の 伐 採 の 限 度　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び上士幌町役場に備え置いて縦覧に供する。）

総合振興局告示及び振興局告示

北海道釧路総合振興局告示第１号
　次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
　なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第372号）の適用を受ける。
　　令和元年６月21日

北海道釧路総合振興局長　山　口　修　司
１　入札に付する事項
　⑴　調達をする物品等の名称及び数量
　　ア 　凍結防止剤散布車（湿式2.5㎥（３ｔ級）　４WD　２台、湿式4.0㎥　４WD　１

台）　　３台（交換契約により凍結防止剤散布車１台（湿式）を契約の相手方に供し、
凍結防止剤散布車３台を契約の相手方から調達する。）

　　イ　除雪ドーザ（８ｔ級車輪式　１台、13ｔ級車輪式　１台）　　２台
　　　ア及びイについては、それぞれの入札とする。
　⑵　調達をする物品等の仕様等　　入札説明書及び仕様書による。
　⑶　納 入 期 限　　令和２年３月27日（金）
　⑷　納 入 場 所　　入札説明書による。
２　入札に参加する者に必要な資格
　　次のいずれにも該当すること。
　⑴　平成30年北海道告示第721号に規定する物品の購入の資格を有すること。
　⑵　道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
　⑶ 　暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな

いこと。
　⑷　当該調達物品に係る技術及び設備を有していることを証明した者であること。
　⑸ 　当該調達物品又はこれと同等の類似品に係る相当数の納入（製造）実績等があること

を証明した者であること。
　⑹ 　当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい

ることを証明した者であること。
　⑺ 　納入地区において、当該調達をする物品を納入後、10年間以上の部品の供給が可能で

あり、速やかに部品調達ができることを証明した者であること。
３　条件付一般競争入札参加資格の審査
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　⑴ 　この入札は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の⑷から⑺までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなけ
ればならない。

　　ア　申 請 の 時 期　 　令和元年６月21日（金）から同年７月18日（木）まで（日曜
日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178
号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時ま
で

　　イ　申 請 の 方 法　 　申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

　　ウ　申請書類の提出先　　郵便番号 085－0006　釧路市双葉町６番10号
　　　　　　　　　　　　　　北海道釧路総合振興局釧路建設管理部建設行政室建設行政課
　⑵　審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４　契約条項を示す場所
　　北海道釧路総合振興局釧路建設管理部建設行政室建設行政課
５　入札執行の場所及び日時
　⑴　入 札 場 所　 　釧路市双葉町６番10号　北海道釧路総合振興局釧路建設管理

部３階大会議室（送付による場合は、郵便番号 085－0006　釧
路市双葉町６番10号　北海道釧路総合振興局釧路建設管理部建
設行政室建設行政課）

　⑵　入 札 日 時　 　令和元年８月１日（木）午後１時30分（送付による場合は、
同年７月31日（水）午後５時30分までに必着）

　⑶　開 札 場 所　　⑴に同じ。
　⑷　開 札 日 時　　⑵に同じ。
６　入 札 保 証 金
　　平成16年北海道告示第448号の１の⑴による。
７　入札説明書の交付に関する事項
　⑴　交 付 場 所　　４に同じ。
　⑵　交 付 方 法　　⑴の場所で交付する。
　　　　　　　　　　　　　 　なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る

返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量500グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

　　　　　　　　　　　　　 　また、北海道釧路総合振興局釧路建設管理部のホームページ
（http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/kk/kkk/index.htm）

においてダウンロードすることができる。
８　落札者の決定方法及び契約書作成の要否
　　平成16年北海道告示第448号の２の⑵のア及び３の⑴による。
９　落札者と契約の締結を行わない場合
　 　落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

10　そ の 他
　 　平成16年北海道告示第448号の４の⑵、⑶、⑺、⑻、⑾、⑿及び⒁から⒃までによるほ
か、次による。

　⑴　入札金額等に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の取扱い
　　ア 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り
捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課
税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に
相当する金額を入札書に記載すること。

　　イ 　落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業
者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成
員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出す
ること。

　　ウ 　令和元年９月30日までに物品を引き渡す場合は、契約金額等について、契約変更等
を行う予定である。

　⑵　契約に関する事務を担当する組織
　　ア　名 称　　北海道釧路総合振興局釧路建設管理部建設行政室建設行政課
　　イ　所 在 地　　郵便番号 085－0006　釧路市双葉町６番10号
　　ウ　電 話 番 号　　0154－23－6115
11　Summary
　Ａ　Nature and quantity of the products to be procured :
　　ａ　Truck Mounted Spreader
　　　⒜　type 1 (Wet spreading type / 3 tons class / 2.5 cubic meters 4WD) Quantity 2
　　　⒝　type 2 (Wet spreading type / 4 cubic meters 4WD) Quantity 1
　　ｂ　Snow Removing wheel type dozer
　　　⒜　type 1 (8 tons class) Quantity 1
　　　⒝　type 1 (13 tons class) Quantity 1
　Ｂ　Bid tendering date and time : 1 : 30 P.M., August 1, 2019
　　　(If mailed, bids must arrive no later than 5 : 30 P.M., July 31, 2019)
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　Ｃ　 Contact : Constructional Administration Division, Office of Constructional 
Administration, Kushiro Department of Public Works Management, Kushiro General 
Subprefectural Bureau, Hokkaido Government, Futaba-cho 6-10, Kushiro, Hokkaido 
085-0006 Japan

　　　Phone : 0154-23-6115
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